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食物アレルギーを有する児童への対応等について（通知） 
 
 
 日頃、各施設におかれましては、食物アレルギーを有する児童への対応について、特段の

御配慮をいただき、感謝申し上げます。 
 令和８年４月１６日付けでこども家庭庁成育局保育政策課ほかより「学校等におけるアナ

フィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）の投与について」事務連絡があ

りました。アドレナリン点鼻薬（ネフィー®）の投与にあたってはエピペン®の使用と同様に、

児童がアナフィラキシーを起こした際に組織的に対応できるよう、投与方法等に係る研修や

訓練を定期的に行うなど施設内の体制の整備に万全を期すようよろしくお願いいたします。 
なお、アドレナリン点鼻液の投与方法や注意点については、製造販売業者のホームページ

（https://www.neffy.net/）を御参照ください。 
これに伴い食物アレルギー対応に関する下記の書類の一部を見直しました。アドレナリン

点鼻液の投与の依頼を受ける際は、新様式を使用していただくようお願いいたします。 
なお、下記１～５の書式については、本市のホームページからもダウンロードが可能です。 

 
 

記 
 
 

１． 様式１ さいたま市就学前におけるアレルギー疾患生活管理指導表 
２． さいたま市就学前におけるアレルギー疾患生活管理指導表と問診票について 
３． 様式２ さいたま市就学前におけるアレルギー疾患生活管理指導表問診票 
４． 様式７ アドレナリン自己投与薬保管確認票 
５． 食物アレルギー緊急時対応マニュアル（保育室掲示用） 

 
 

担当 保育課 公立保育管理係 

福島、小島、竹越 
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